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総合訓練結果報告の概要 

訓練は，「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章第７節第１項」に基

づき実施した。 

１．訓練目的 

（１）島根原子力発電所における宿日直体制（休日昼間）による初動対応活動から，要員

が順次参集して緊急時対策本部体制（全体体制）に移行する場合においても，継続し

て事故収束に向けた活動が円滑に行えることを検証する。 

（２）本社（原子力施設事態即応センター／緊急時対策総本部）においても，休日昼間を

想定した参集を模擬し，原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）との連携，情報

収集・整理，情報連絡の対応が円滑に行えることを検証する。 

（３）原子力事業所災害対策支援拠点においては，支援班員の対応能力の向上を目的とし

て，支援拠点の設営，運営訓練を実施する。（想定事象とは切り離して個別の訓練とし

て実施） 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

ａ．平成 28 年３月 22 日（火） 12 時 30 分～16 時 30 分 

ｂ．天候：くもり  気温／湿度：15℃／50％ 

（風向・風速は，南 2.6ｍ／ｓを訓練の条件として設定） 

（２）対象施設 

   島根原子力発電所 １，２号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 
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（２）評価体制 

   発電所社員および本社社員から訓練評価員を選任し，「５．防災訓練の内容」の項

目毎に，第三者の観点から手順の検証や対応の実効性について評価する。 

   なお，前年度訓練と同様に，緊急時対応におけるヒューマンエラーの阻止・影響緩

和に繋げるためのノンテクニカルスキル※について，一部の緊急時対策要員を対象とし

て行動観察を実施する。 

※：事故対応に必要な専門的な知識や技量（テクニカルスキル）を補完する能力のこ

と。例えば，高い警戒心，意思決定，リーダーシップ，効果的なコミュニケーショ

ン能力（内容を明確に伝えられる，声の大きさ・トーン，態度等）であり，良好な

ノンテクニカルスキルを各要員が発揮することによって，エラー（望ましくない事

態）を減じ，結果として，事故対応の実効性，正確性を高めることに繋がる。 

（３）参加人数 

   420 名 

ａ．島根原子力発電所     ：299 名（当社社員：293名，協力会社社員６名※） 

〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ 239 名，ｺﾝﾄﾛｰﾗ 46 名， 

評価者 34名（うち，20名はｺﾝﾄﾛｰﾗ兼務）〉 

       ※：協力会社は全員訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

ｂ．本社           ：108 名〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ 88 名，ｺﾝﾄﾛｰﾗ 13 名， 

                    評価者 17名（うち，10 名はｺﾝﾄﾛｰﾗ兼務）〉 

ｃ．東京支社         ： ４名〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ４名，ｺﾝﾄﾛｰﾗ・評価者なし〉 

ｄ．原子力事業所 

災害対策支援拠点     ： ９名〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ９名，ｺﾝﾄﾛｰﾗなし， 

評価者１名（ﾌﾟﾚｲﾔｰ兼務）〉 

４．訓練形式 

  シナリオ非提示型訓練 

５．防災訓練の内容 

訓練項目 発電所 本社他 内容 

指揮命令訓練 ○ ○ 

・統括体制による指揮命令，意思決定 

・緊急時対策総本部（本社）と緊急 

時対策本部（発電所）の連携 

通報・連絡訓練 ○ － ・通報連絡様式の作成および通報連絡 

緊急時モニタリング訓練 ○ － ・緊急時の放射線測定 

避難誘導訓練 ○ － ・構内滞在者の避難誘導，管理 

アクシデントマネジメント

訓練 
○ ○ 

・プラント状況の把握および事象進展 

予測 

電源機能等喪失時対応訓練 ○ － ・構内電源受電，代替注水 

その他 

・原子力事業所災害対策支 

援拠点の設営，運営訓練 

・ＥＲＣ対応 

・広報対応 

－ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

・支援拠点の設営，運営 

・ＥＲＣへの情報提供 

・模擬記者（社員）による記者会見 



3 

６．訓練の進行方法 

  宿日直時間帯（休日昼間）において初動対応要員のみが発電所構内に滞在した状態か

ら訓練を開始し，発電所構外から緊急時対策要員が順次参集（約 30分後，約 60分後，

約 90分後に分割して順次参集）することを模擬して訓練を実施する。 

７．評価方法 

（１）訓練評価員が，評価チェックシートに基づき，訓練観察・確認を行う。 

（２）訓練終了後，訓練参加者による訓練反省会を行い，気付き事項を抽出する。 

（３）訓練評価員が，評価チェックシートおよび訓練反省会で抽出された気付き事項につ

いて，「緊急時対応能力」および「訓練方法」により分類整理・分析し，評価を行う。 

（４）訓練評価員（当社社員，第三者機関の評価員）が，緊急時対策要員に必要なノンテ

クニカルスキルについて行動観察を行う。 

８．原子力災害想定の概要 

  宿日直時間帯（休日昼間）に，地震発生を起因として外部電源が喪失し，その後，余

震により２号機において原子炉冷却材の漏えい，全交流電源喪失，火災発生に伴い原子

炉注水機能の全てが喪失するなど，原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）

第 15条該当事象（全面緊急事態）に至る原子力災害を想定する。 

（１）プラント運転状況 

ａ．１号機：廃止措置準備中（燃料集合体は全て使用済燃料プールで保管） 

ｂ．２号機：定格熱出力一定運転中（新規制基準適合性申請に係る対策工事および可

搬型設備の導入が全て完了した状態とする。ただし，実配備が完了して

いないものは，活動指令のみとする。） 

ｃ．３号機：建設中 

（２）事象概要（添付資料「事象進展フロー図」参照） 

ａ．平成 28年３月 22 日（火）12 時 30 分，松江市で震度５弱（震源：鳥取県西部内陸

部，津波警報発令なし）の地震が発生し，外部電源が喪失するとともに，２号機

が自動停止する。所内常用電源喪失に伴い，２号機の全ての給復水系が停止し，

警戒事態（ＡＬ22：原子炉給水機能の喪失）となる。 

ｂ．１，２号機の非常用ディーゼル発電機が自動起動に成功するとともに，２号機は

原子炉隔離時冷却系により原子炉注水を確保する。 

ｃ．事象発生から約 40分後に余震が発生し，２号機の原子炉冷却材漏えいおよび１号

機の使用済燃料プールで漏えいが発生する。その後，１号機の使用済燃料プール

への注水を開始することにより水位を回復する。 

ｄ．２号機の原子炉冷却材漏えいに伴い，原子炉格納容器の圧力が異常高設定点に達

し，原災法第 10 条特定事象（ＳＥ21：原子炉冷却材漏えいによる非常用炉心冷却

装置作動，ＳＥ41：格納容器健全性喪失のおそれ）となる。 
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ｅ．事象発生から約 90 分後，２号機の全ての非常用ディーゼル発電機が故障停止し，

全交流電源喪失事象に至る。その後，ガスタービン発電機車の起動に成功するが，

非常用交流母線への受電に失敗し，残留熱除去機能が喪失する。 

ｆ．２号機の原子炉隔離時冷却ポンプエリアにおいて火災が発生するとともに，原子

炉隔離時冷却ポンプが故障停止し，原子炉への注水機能が全て喪失し，原災法第

15 条該当事象（ＧＥ21：原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置によ

る注水不能，ＧＥ22：原子炉注水機能の喪失）に至る。 

ｇ．２号機への代替注水手段としてガスタービン発電機からの給電により，低圧原子

炉代替注水系による原子炉への注水手段を確保するが，残留熱除去機能が喪失し

ているため，原子炉格納容器の圧力・温度が上昇する。 

ｈ．２号機の原子炉格納容器圧力が格納容器スプレイ開始基準に達した後，大量送水

車からの給水により格納容器代替スプレイ系を起動することにより，原子炉格納

容器の圧力・温度は低下に向かう。その後，非常用交流母線への受電に成功し，

残留熱除去機能が復旧することで，事態は収束に向かう。 

９．訓練結果の概要 

【島根原子力発電所】 

（１）指揮命令訓練 

初動体制において，指示者は発生事象の情報収集に努め，ブリーフィングにより

初動対応要員への情報共有を図った。ブリーフィングにおいては，人身安全，初動

タスク，役割分担を確認し，対応方針を決定して対応活動の指示を行った。 

全体体制移行後の緊急時対策本部体制においても，適宜，ブリーフィングを行い，

各統括グループから事故収束のために必要な情報を入手して状況を正確に把握した

上で，事象進展に伴い発生するリスク予見，優先順位を考慮した対応方針を決定し

て，指揮命令を行った。

（２）通報・連絡訓練 

ａ．地震発生に伴うプラント状況，警戒事象，原災法第 10 条特定事象および原災

法第 15 条該当事象に伴う通報連絡文の作成，社内関係箇所，社外関係機関（国

および自治体）へのＦＡＸ送信および通報連絡先への着信確認を実施した。自

治体，関係機関等の模擬通報連絡先としてコントローラを別室に配置し，  

ＦＡＸ受信，電話対応を実施した。 

ｂ．統合原子力防災ネットワークにより，発電所（緊急時対策本部），原子力規制

庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）および本社（原子力施設事態即応センター）

とテレビ会議接続を行った。 

（３）緊急時モニタリング訓練 

気象状況を考慮して発電所構内のモニタリング地点を選定し，可搬式モニタリン

グポストを用いて発電所構内の空気吸収線量率測定を実施した。 
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（４）避難誘導訓練 

緊急時警戒体制の発令を受け，緊急放送装置を用いて一時立入者（見学者等）に

避難周知を行い，避難者を予め指定した集合場所に集め，安全な場所までの避難誘

導を行った。 

（５）アクシデントマネジメント訓練 

事象進展に伴い，プラント情報の把握，整理および事象進展予測し，事故収束に

向けた情報の整理・検討を行い，緊急時対策本部が対応方針決定・指示を行うため

に必要な情報提供を実施した。 

（６）電源機能等喪失時対応訓練 

ａ．全交流電源喪失時の構内電源受電訓練 

  高圧発電機車を保管場所から接続箇所へ移動し，給電ケーブルの敷設およびケ

ーブル接続を実施した。（高圧発電機車から接続口手前までの給電ケーブル接続

のみ実動，切替盤の操作と代替電源供給は模擬） 

ｂ．原子炉および燃料プールへの消防車による代替注水訓練 

  原子炉の冷却機能ならびに注水機能喪失に伴い，消防車による可搬型低圧原子

炉代替注水操作（ホース展張）を実施した。 

（７）その他 

ａ．広報対応 

  外部からの問合せ対応を想定し，模擬記者（社員）による記者会見を実施した。 

【本社】 

（１）指揮命令訓練 

緊急時警戒体制の発令を受けて，緊急時対策総本部を立ち上げ，社内ＴＶ会議シ

ステム等を用いて発電所と連携し，原子力事業者災害対策支援拠点の設置，原子力

緊急事態支援組織への支援要請，オフサイトセンターへの派遣指示（派遣は模擬）

等を実施した。 

（２）アクシデントマネジメント訓練 

発電所からの情報の収集とプラント状況の把握，緊急時対策総本部内での情報共

有およびプラント状況に応じた応急措置や設備復旧の検討を実施した。 

（３）その他 

ａ．ＥＲＣ対応 

  統合原子力防災ネットワークを用いたＥＲＣへのプラント状況，対応状況の情 

報連絡を実施した。 

ｂ．広報対応 

  本社においても島根原子力発電所と連携し，模擬記者（社員）による記者会見

を実施した。 

ｃ．その他 

  「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づく当社発災時の幹事

電力である九州電力株式会社が訓練に参加した。 
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【原子力事業所災害対策支援拠点】 

（１）原子力事業所災害対策支援拠点の設営，運営訓練 

ａ．放射線教育用テント，資機材保管用テント，車両スクリーニング場，入退域エ

リアおよび通信連絡エリアの設置を実施し，原子力事業所災害対策支援拠点を

運営した。 

ｂ．車両のサーベイ，要員の入退域管理および衛星通信システムを使用したＴＶ会

議，ＦＡＸ・電話での本社との情報伝達を実施した。なお，原子力事業所災害

対策支援拠点における訓練は，発電所および本社の訓練シナリオとは切り離し

て実施した。 

10．訓練の評価 

  「１．訓練目的」にて設定した内容について，以下のとおり確認した。 

【島根原子力発電所】 

《訓練目的》 

（１）島根原子力発電所における宿日直体制（休日昼間）による初動対応活動から，

要員が順次参集して緊急時対策本部体制（全体体制）に移行する場合において

も，継続して事故収束に向けた活動が円滑に行えることを検証する。 

 ａ．発生した事象の情報収集に努め情報共有を図ったうえで，指示者の指示のもと，

新たに作成した「初動対応チェックシート」を活用して，的確にブリーフィン

グを実施することができた。（安全の確認，初動タスクの確認，役割分担の確認

および方針決定，要員の割り当てや必要な対応活動を実施） 

 ｂ．対外連絡においては，予め定めている連絡系統に従って国や自治体等へ速やか

に通報連絡を行うとともに，発電所構外に滞在する要員に対しては，一斉招集

メールの配信に合わせてプラント状況等の情報伝達を行うことにより，発電所

に到着する前の段階で，ある程度の状況を認識させることができ，事故収束に

向けた活動に寄与していた。なお，事象進展に伴う情報の輻輳により，一部情

報の対外連絡において時間を要したが，概ね速やかな通報連絡を実施すること

ができた。 

 ｃ．復旧要員においては，指示者の指示のもと，高台からの火災発生の有無の確認

やアクセスルートの状況確認を行うとともに，緊急時対策室のＡＶ機器の立ち

上げを行うなど，緊急時対策本部体制（全体体制）への移行に向けた準備を的

確に実施することができた。 

 ｄ．第一陣の参集要員（事象発生約 30 分後を想定）に対し，「初動対応チェックシ

ート」を活用して，指示者から事象状況および対応状況，リソース状況（要員

配置，機器確認）の説明を行うなど，指揮命令の本部への引継ぎについて円滑

に実施することができた。 

   一方，その後に参集してくる要員（事象発生約 60 分後，約 90 分後参集）への

引継ぎについては，各グループ任せとなっていたことから，引継ぎ方法等につ

いて改善を図る必要がある。 
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ｅ．ノンテクニカルスキルの観察の視点を明確に設定した上で，対象者を限定して行

動観察を実施し，事前に実施した教育訓練の効果について確認を行った。 

今後，行動観察結果について評価・分析を行い，ノンテクニカルスキルの向上に

向けた教育訓練の充実に繋げていく。 

 【本社】 

《訓練目的》 

（２）本社（原子力施設事態即応センター／緊急時対策総本部）においても，休日

昼間を想定した参集を模擬し，原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）と

の連携，情報収集・整理，情報連絡の対応が円滑に行えることを検証する。 

ａ．第一陣の参集要員（事象発生約 30分後を想定）での体制においても，社内ＴＶ

会議システム，時系列管理システム等を活用することにより，発電所からの情

報入手を適切に実施することができた。 

ｂ．訓練中は，各班のマイク等で情報共有することにより，緊急時対策総本部内で

情報を共有し，的確に発電所の状況を把握していた。 

ｃ．事象進展に合わせて，社外関係機関への通報・連絡（模擬）を実施することが

できた。 

ｄ．ＥＲＣ対応については，原子力施設事態即応センター内に区画により分離させ

たＥＲＣ対応室を設置することで，国のＴＶ会議システムを用いたＥＲＣへの

情報連絡も音声輻輳等の問題が発生することなく，概ね適切に実施することが

できた。 

なお，原子力施設事態即応センターの常設化後，初めての訓練であったが，概

ね滞りなく実施することができた。 

 【原子力事業所災害対策支援拠点】 

《訓練目的》 

（３）原子力事業所災害対策支援拠点においては，支援班員の対応能力の向上を目

的として，支援拠点の設営，運営訓練を実施する。（想定事象とは切り離して個

別の訓練として実施） 

ａ．原子力事業所災害対策支援拠点を速やかに設置し，車両のサーベイ，入退域管

理を適切な手順で実施することができた。また，衛星通信システムを使用した

社内ＴＶ会議システム，ＦＡＸ・電話により，本社と適切に情報伝達を実施す

ることができた。 
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（２）改善事項への取組み 

前回の総合訓練（平成 27 年３月 10 日）で抽出された改善事項について，今回の訓

練において改善検証を行い，有効に機能することを確認するとともに，更なる改善課

題を抽出することができた。 

改善事項 改善内容 検証結果 

１ 【手順】 

緊急時対策本部の体制を見

直したことで指揮命令や情

報伝達に改善が図られたも

のの，依然として本部長に

情報が集中する場面も見受

けられた。責任権限や発話

ルール等の運用上の取り決

めについて，更に検討・整

理する。 

緊急時対策本部での発話ル

ールを以下のとおり設定す

る。 

・発話冒頭には，発話者の

役名と情報の種別を明確

にする。 

・説明時は，事象・状況の

タイトルおよび結論を先

に発話し，詳細説明は簡

潔に行う。 

・事象や情報の緊急度，重

要度により，声の大きさ

やトーンを変える。 

・重要事項は，２回繰り返

して発話する。 

発話ルールの採用により，

情報が区別して発話され，

情報重要度が共有されると

ともに，情報の輻輳が改善

されたが，事態が緊迫して

くると徹底されない場面が

あった。 

２ 【手順】 

大地震を起因としたシナリ

オにも係らず，外部情報（周

辺被災，アクセス道路，避

難，救急・消防など）への

積極的な確認が不足してい

た。外部情報を的確に入手

するための本社や支社から

の支援方法等を検討する。 

宿日直者や各班の初動にお

ける必須タスクを整理した

「初動対応チェックシー

ト」，各班の継続タスクを整

理した「活動チェックシー

ト」を確認しながら，各班

活動や情報収集等を実施す

る。 

チェックシートの活用によ

り，各班のタスクを要員が

明確に認識でき，各々が能

動的に情報収集やタスクを

実行することができた。 

３ 【手順】 

「時系列管理システム」に

より発生事象や指示・報告

内容を共有していたが，入

力者により入力内容にバラ

つきがあった。「時系列管

理システム」の入力基準，

運用ルール等を検討する。 

「時系列管理システム」の

入力ルールとして，５Ｗ１

Ｈを明確にすることや情報

識別などの入力基準を設定

する。 

入力基準の設定により，入

力される情報の内容がわか

りやすくなるとともに，シ

ステムの機能（並べ替え，

抽出等）を活用した情報共

有に有効であった。 
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改善事項 改善内容 検証結果 

４ 【体制】 

発電所と本社との基本的な

連絡はコンタクトパーソン

によりスムーズに連携する

ことはできたが，本社各班

から直接発電所各班へ   

ＥＲＣ依頼事項を問い合わ

せる場面があり，発電所側

に負担となる場面があった

ことから，コンタクトパー

ソン，各班同士の連携ルー

ルを検討する。 

本社から発電所への問い合

わせは，原則コンタクトパ

ーソンからとし，一元化を

図る。 

ＥＲＣ依頼事項の問い合わ

せをコンタクトパーソンに

一元化することで，本社各

班から直接発電所各班へ問

い合わせがなくなり，発電

所側の負担軽減を図れた。 

５ 【設備】 

新しいＴＶ会議システムで

発電所状況は適宜表示さ

れ，状況を把握できていた

が，表示画面が小さかった

ため，必ずしも原子力施設

事態即応センター内全てに

情報共有できていなかっ

た。 

原子力施設事態即応センタ

ーの移設に伴い，情報共有

を行いやすいレイアウトに

変更するとともに，十分な

活動エリアを確保する。 

本社側にも発電所と同様の

システムや資機材を導入

し，情報共有の改善を図る。

レイアウトの変更により，

原子力施設事態即応センタ

ー内の状況の改善が図られ

た。また，発電所と同様の

システムや資機材を導入す

ることにより，発電所に負

担をかけることなく，本社

が能動的に情報収集を実施

できた。 

６ 【訓練方法】 

ブラインド型訓練実施にあ

たっては，訓練企画体制を

充実し，計画的に訓練企

画・評価の力量を付ける教

育計画が必要であり，訓練

ＷＧメンバーを，より幅広

い知識・経験を持つものか

ら選任し，体制を充実する。

訓練を企画・運営・評価す

る訓練ＷＧのメンバーを，

各主管課の管理職クラスか

ら選任し，体制の充実を図

る。 

管理職クラスの知識や経験

を活かして，シナリオ検討

における幅や深さを拡げて

訓練内容を充実させること

ができた。また，各所属で

の旗振り役として各部署の

防災対応へのモチベーショ

ンを向上させることができ

た。 
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（３）良好事例および改善事項の抽出 

ａ．良好事例 

項目 分類 内容 

①タスクの確認 

【発電所】 

計画･

手順 

初動対応タスクや継続活動タスクを整理し，各班の「初

動対応チェックシート」，「活動チェックシート」を作

成した。これにより，各班の要員は自分たちの実施すべ

きタスクを明確に認識でき，各々が能動的に情報収集・

確認し，的確にタスクを実行することができた。 

②統括体制による

マネジメント 

【発電所】 

体制 事象進展に伴い，緊急時対策本部員は，適宜，ブリーフ

ィングを実施して「状況把握」「進展予測」「不測事態

予見」を踏まえた対応方針を決定した。また，緊急時対

策本部（円卓）ブリーフィングにより決定された方針は，

各統括グループでのブリーフィングにより班長レベルま

で認識統一が図られ，班員へ周知・指示されていた。 

緊急時対策組織における管理範囲を見直した体制（各班

を統括する責任者を配置した体制）により，情報がより

整理されて確実に伝達されるようになり，組織全体での

認識共有を図る仕組み機能し，円滑なマネジメントにつ

ながった。 

③ＥＲＣ対応室へ

の各班員の配置 

【本社】 

設備 これまでは，ＥＲＣ対応の補佐要員として統括班員のみ

配置していたが，統括班員に加え，原子力部門の他班（技

術班，放射線班）要員も配置することで，スピーディか

つ的確な対応や情報提供ができた。
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ｂ．改善事項 

項目 分類 気付き・課題 改善の方向 

①本部体制・運用

の更なる検討・

整理 

【発電所】 

体制 緊急時対策本部の体制を見直した

ことで指揮命令や情報伝達に改善

が図られたものの，依然として本部

長に情報が集中する場面も見受け

られた。 

責任権限や発話ル

ール等の運用上の

取り決めについ

て，訓練での検証

を重ね整理する。 

②参集要員への引

継ぎ 

【発電所】 

計画･ 

手順 

今回の訓練では休日昼間の要員参

集を模擬するため，事象発生から約

30 分後，約 60 分後，約 90 分後に順

次，要員が参集することとし，初動

対応要員（日直者）から参集要員へ

の引継ぎ状況について確認した。 

第一陣の参集要員（事象発生約 30

分後に参集）に対しては，初動対応

要員（指示者）から事象状況および

対応状況，リソース状況（要員配置，

機器確認）の説明を行い，その後の

指揮命令系統を本部に引継ぐこと

ができていたが，その後に参集して

くる要員（事象発生約 60 分後，約

90 分後に参集）への引継ぎについて

は，各グループにおける引継方法

（伝達方法や情報量等）にバラつき

があった。

参集してくる要員

の役職や人数によ

っては，引継ぎを

繰り返し行う必要

があり，実効性の

ある引継方法（引

継要員配置，伝達

方法，引継事項等）

について検討す

る。

③参集要員把握 

【発電所】

計画･ 

手順 

これまでの平日昼間を想定した訓

練では，「要員管理ボード」により，

要員の参集状況等を的確に把握・管

理することができていたが，休日昼

間を想定し，時間差で要員が参集す

ることを模擬したところ，参集して

くる要員を各班単位では把握でき

ていたものの，緊急時対策本部全体

で，要員把握・管理に手間取った。

要員管理の方法や

確認頻度につい

て，ルール化を検

討し，訓練での検

証を重ね整理す

る。
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項目 分類 気付き・課題 改善の方向 

④各班における共

通役割の設定 

【発電所】

体制 支援班は，各班情報（要員人数，緊

急被ばく作業要員管理，避難者等）

を確認して，交代サイクル管理，各

種手配等のロジスティックスを行

うが，各班内でそれら情報整理する

要員が明確でなく，支援班員が各班

に聞取りして情報収集した。

各班と支援班の情

報連携対応窓口の

配置を検討する。

⑤通報連絡体制 

【発電所】 

体制 事象進展に伴う情報の輻輳により，

一部情報（原災法第 10条通報）の

対外連絡において時間を要した。 

通報連絡における

タイムキーパー役

の配置等を検討す

る。 

⑥責任者の識別 

【発電所】

計画･ 

手順 

参集者が緊急時対策所に到着した

際，その時点での責任者（班長）が

分からず，誰に到着報告をすればよ

いのかわからなかった。 

参集・活動の状況

によって，本部長，

統括，班長等の役

職を交代すること

が考えられる。参

集した者が責任者

を一目で認識でき

るような識別方法

（タスキ，ヘルメ

ットバンド等の装

着）を検討する。

⑦対外対応活動 

（情報発信） 

【発電所】 

計画･ 

手順 

広報対応として行った模擬記者（社

員）による記者会見は，事業者とし

て伝えたいことを広報する形で実

施したが，公衆が知りたいことを説

明するという観点が不足していた。

また，各種情報は，口頭での発信が

多く，さまざまな媒体への情報発信

が少なかった。 

発災事業者とし

て，発信する情報，

発信媒体等を整理

する。 
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項目 分類 気付き・課題 改善の方向 

⑧緊急時対策総本

部内の情報共有 

【本社】 

計画･ 

手順 

原子力施設事態即応センター全体

（ＥＲＣ対応室含む）に発電所の

ＴＶ会議音声を流していたため，そ

の状況を本社要員全員が情報共有

できていたが，本社内の指示等で音

声が錯綜する場合には，聞き逃す可

能性があった。 

発電所の情報を確

実に捉えるため，

時系列管理システ

ムの確認やＴＶ会

議で発電所音声を

確認し，緊急時対

策総本部内で情報

共有する役割分担

や方法を検討す

る。 

⑨ＥＲＣ対応室の

人員配置，役割

分担 

【本社】 

体制 ＥＲＣ対応室に，原子力部門各班の

要員を配置したが，事象進展状況に

よっては必ずしも必要ない班もあ

った。 

ＥＲＣ対応室内の

各班要員数や役割

分担の見直し等を

検討する。 

11．今後の取組み 

（１）今回の訓練では，シナリオ非提示型訓練として，緊急時対策要員の対応能力向上を

図るとともに，宿日直体制（休日昼間）による初動対応活動から，緊急時対策本部体

制（全体体制）に移行する場合を想定して訓練を実施したことで，新たな課題を抽出

することができた。 

   今後も，緊急時対策本部の円滑なマネジメント（ブリーフィングを行い，「状況把握」，

「進展予測」，「不測事態予見」を踏まえた対応方針を決定するプロセスの確立等）や

対応手順の確認・習熟等を狙いとした反復訓練と，緊急時対策要員の対応能力の向上・

検証を目的としたシナリオ非提示型訓練等を効果的に組み合わせ，中長期的な訓練計

画に沿って，ＰＤＣＡを回しながら緊急時対応能力の継続的な向上を図っていく。 

   また，今回の訓練で抽出された改善点についても，中長期的な訓練計画に取り込み，

継続的に改善を図っていく。

（２）前回訓練（平成 27 年３月 10 日）に引き続き，緊急時対応におけるヒューマンエラ

ーの阻止・影響緩和に繋げるため，ノンテクニカルスキルについて一部の緊急時対策

要員を対象として行動観察を実施した。緊急時対応を的確に行うためには，個々の緊

急時対策要員がノンテクニカルスキル（良好な行動）を身に付けるとともに，エラー

に繋がる好ましくない行動を減らしていくことが重要であり，継続して活動を展開す

る。 

12．添付資料  

 事象進展フロー図 

以 上 



添付資料

１号機
（施設定期検査中）

２号機
（定格熱出力一定運転中）

緊急時レベル（ＥＡＬ）

燃料プール冷却機能喪失
（常用系停電）

原子炉自動停止（負荷遮断ＴＢＶ不作動）
給復水系全停止

警戒事態（ＡＬ２２）
〔原子炉給水機能の喪失〕（２号）

非常用ディーゼル発電機
自動起動

A，Ｂ-非常用ディーゼル発電機自動起動
ＨPCS-非常用ディーゼル発電機起動失敗

原子炉隔離時冷却系起動

燃料プールからの漏えい発生
原子炉冷却材漏えい発生

Ｂ－非常用ディーゼル発電機故障停止
警戒事態（ＡＬ２１）

〔原子炉冷却材の漏えい〕（２号）

警戒事態（ＡＬ２３）
〔原子炉除熱機能の一部喪失〕（２号）

燃料プールへの注水
燃料プール水位回復

警戒事態（ＡＬ２５）
〔全交流電源喪失のおそれ〕（２号）

格納容器圧力異常高（13.7kPa）
施設敷地緊急事態（ＳＥ２１）原災法１０条

〔原子炉冷却材漏えいによるＥＣＣＳ作動〕（２号）

施設敷地緊急事態（ＳＥ４１）原災法１０条
〔格納容器健全性喪失のおそれ〕（２号）

警戒事態（ＡＬ４２）
〔単一障壁の喪失または喪失可能性〕（２号）

A-非常用ディーゼル発電機故障停止
⇒全交流電源喪失

施設敷地緊急事態（ＳＥ２３）原災法１０条
〔残留熱除去機能の喪失〕（２号）

ガスタービン発電機車起動
非常用交流母線受電失敗

原子炉隔離時冷却系エリア火災発生
原子炉隔離時冷却系故障トリップ

全面緊急事態（ＧＥ２１，ＧＥ２２）原災法１５条
〔原子炉冷却材漏えい時におけるＥＣＣＳ注水不能〕（２号）

〔原子炉注水機能の喪失〕（２号）

施設敷地緊急事態（ＳＥ２２）原災法１０条
〔原子炉注水機能喪失のおそれ〕（２号）

警戒事態（ＡＬ５３）
〔火災による安全機能の一部喪失のおそれ〕（２号）

低圧原子炉代替注水系起動

施設敷地緊急事態（ＳＥ２５）原災法１０条
〔全交流電源の30分以上喪失〕（２号）

急速減圧
原子炉圧力・水位低下(炉心露出)

施設敷地緊急事態（ＳＥ４２）原災法１０条
〔２つの障壁の喪失または喪失可能性〕（２号）

低圧原子炉代替注水系による注水開始

　時間スキップ

格納容器圧力・温度上昇
全面緊急事態（ＧＥ２５）原災法１５条
〔全交流電源の1時間以上喪失〕（２号）

サプレッションチェンバ水温100℃到達
サプレッションチェンバ104℃到達

全面緊急事態（ＧＥ２３，ＧＥ４１）原災法１５条
〔残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失〕（２号）

〔格納容器圧力の異常上昇〕（２号）

格納容器代替スプレイ開始
格納容器圧力・温度低下

非常用交流母線受電
残留熱除去機能復旧

地震発生（松江市震度５弱）

外部電源喪失

余震発生（松江市震度４）

（訓練終了）

事象進展フロー図
 14
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要素訓練結果報告の概要 

１．訓練目的 

  本訓練は，「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」第２章第７節第１項」に基づ

き実施する要素訓練であり，手順書や人員・資機材等の検証を行い，手順の習熟および改善を

図る。 

２．実施期間および対象施設 

（１）実施期間 

   平成 27 年４月 22日（水）～平成 28年３月 29日（火） 

（２）対象施設 

   島根原子力発電所 １，２号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

   訓練毎に実施責任者を設け，実施担当者が訓練を実施する。 

   詳細は，添付資料１のとおり。 

（２）評価体制 

   発電所社員から訓練評価員を選任し，「６．防災訓練の内容」の項目毎に，第三者の観点

から手順の検証や対応の実効性について評価する。 

（３）参加人数 

   添付資料１のとおり。 

４．評価方法

（１）訓練評価員が，評価チェックシートにより訓練観察・確認を行う。 

（２）訓練終了後，訓練参加者による訓練反省会を行い，気付き事項を抽出する。 

（３）訓練評価員が，評価チェックシートおよび訓練反省会で抽出された気付き事項について，

「緊急時対応能力」および「訓練方法」により分類整理・分析し，評価および改善事項を取

りまとめる。 

５．原子力災害想定の概要 

（１）電源機能等喪失時対応訓練 

   全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および燃料プール除熱機能喪失の状態を想定した。 

（２）緊急時モニタリング訓練 

 原子力災害による放射性物質放出のおそれを想定した。 

（３）アクシデントマネジメント訓練 

 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）事象を想定した。 

（４）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

   原子力災害により原子炉建物内に人が入域できない事象を想定した。 

別紙２
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６．防災訓練の内容 

（１）電源機能等喪失時対応訓練 

（２）緊急時モニタリング訓練 

（３）アクシデントマネジメント訓練 

（４）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

７．訓練結果の概要 

（１）電源機能等喪失時対応訓練 

   全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および燃料プール除熱機能喪失を踏まえた緊急安全 

対策の各対策について，緊急時対策要員による対策資機材の配置・操作を行う実働訓練を実 

施した。 

   なお，訓練にあたり，本設機器へ直接影響が生じる操作は模擬とし，現場での操作方法確

認または机上での手順確認を実施した。 

（２）緊急時モニタリング訓練 

   モニタリングカー，可搬式モニタリングポストを用いて，発電所内の空気吸収線量率およ 

び空気中放射性物質濃度の測定を実施した。 

（３）アクシデントマネジメント訓練 

   事象進展に伴うプラント情報の把握，整理および事象進展予測を行うとともに，事故収束

に向けた情報の整理・検討を実施した。 

（４）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

   日本原子力発電株式会社原子力緊急事態支援センター（敦賀総合研修センター）にて，ロ

ボット資機材の操作訓練を実施した。 

８．訓練の評価

  各要素訓練について，定められた手順どおりに実施できることを確認した。

  訓練毎の評価結果を，添付資料１に示す。

９．今後に向けた改善点 

  各要素訓練において抽出した改善点を，添付資料１に示す。 

10．添付資料

（１）要素訓練の概要 

以 上



要素訓練の概要

１．電源機能等喪失時対応訓練（訓練実施日：平成 27年４月 22日～平成 28 年３月 29 日の期間内で計 35 回実施，参加人数：延べ 280 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 今後に向けた改善点 

（１）全交流電源喪失時の構内受電訓練 

①保修部課長（電気） 

②保修部員（電気） 

 保修部員（３号電気） 

 保修部員（計装） 

良 特になし 特になし 

（２）原子炉補機海水ポンプ用電動機取替

訓練 

①保修部課長（電気） 

②保修部員（電気） 

 保修部員（３号電気） 

良 

ビブスと蛍光チョッキを着

用した場合，下に着用したも

のが見えづらくなるため，腕

章に変更した。 

特になし 

（３）非常用ディーゼル発電機等からの燃

料抜取りおよび供給訓練 

①保修部課長（タービン） 

②保修部員（タービン） 

 保修部員（３号機械） 

良 特になし 

ホース内の残油の抜取り方

法について手順書に反映す

る。閉止キャップ，閉止フ

ランジの取外しにおける残

油漏れへの注意事項を手順

書に反映する。 

（４）原子炉格納容器ベントライン空気 

作動弁駆動用空気供給訓練 

①保修部課長（タービン） 

②保修部員（タービン） 
良 特になし 特になし 

（５）主蒸気逃がし弁（安全弁）駆動用バ

ックアップ用窒素ガスボンベ接続訓練

①保修部課長（原子炉） 

②保修部員（原子炉） 
良 特になし 特になし 

（６）原子炉および燃料プールへの消防車

による代替注水訓練

①保修部課長（原子炉） 

②保修部員（原子炉） 
良 特になし 特になし 

添
付
資
料

１
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要素訓練の概要

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 今後に向けた改善点 

（７）水素爆発防止のための原子炉建物水

素放出訓練

①保修部課長（建築） 

②保修部員（建築，土木） 
良 

R/B屋上でトランシーバーの

通話状態が良い場所を確認

し，以後トランシーバーを携

行することとした。 

特になし 

（８）原子炉補機海水系への可搬式ディー

ゼル駆動ポンプによる代替送水訓練 

①保修部課長（タービン） 

②保修部員（タービン） 

 保修部員（電気） 

 保修部員（３号電気） 

良 特になし 特になし 

（９）アクセスルートの確保訓練 

①保修部課長（保修管理） 

②車両系建設機械（整地等）技能

講習を受講した対策要員 

良 特になし 特になし 

（10）蓄電池設備による主蒸気逃がし弁開

放操作訓練 

①保修部課長（計装） 

②保修部（計装） 
良 特になし 特になし 

（11）電源喪失時の重要パラメータ監視計

器旧訓練 

①保修部課長（計装） 

②保修部（計装） 

 保修部（３号電気） 

良 特になし 特になし 
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要素訓練の概要

２．緊急時モニタリング訓練（訓練実施日：平成 27 年 11 月 30 日，平成 28 年３月９，11，14 日，参加人数：41名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 今後に向けた改善点 

（１）緊急時モニタリング訓練 
①技術部課長（放射線管理） 

②技術部（放射線管理） 
良 特になし 

可搬式モニタリングポスト

の設置の際に使用する資機

材を同一場所に保管する。 

３．アクシデントマネジメント訓練（訓練実施日：平成 28年３月８日，参加人数：13 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 今後に向けた改善点 

（１）アクシデントマネジメント訓練 ①技術部課長（燃料技術） 

②技術部（燃料技術） 
良 特になし 特になし 

４．原子力緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：平成 27 年６月 18 日，10月６～８日，12 月１～２日，参加人数：20 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 今後に向けた改善点 

（１）ロボット資機材の操作訓練 

①技術部課長（技術） 

②ロボット操作訓練を受講した

対策要員 

良 特になし 特になし 

（２）ロボット搬送訓練 

①電源事業本部（総括）マネージ

ャー 

②電源事業本部（総括，原子力 

土木，原子力品質保証，原子力

運営，原子力総括） 

良 特になし 

連絡窓口へ後方支援拠点選

定可否を確認する手順につ

いて，マニュアルに反映す

る。 
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